
「西部ガスの電気」ご契約内容の見直しについての詳細

2024年4月1日

1

日頃より、西部ガスの電気をご利用いただきありがとうございます。さて、2024年4月1日より九
州電力送配電株式会社が定める「託送供給等約款」が改定され、託送料金が見直しされました。
これを受け、当社におきましても、2024年4月1日に電気需給約款を改定し、ご契約内容を見直し
させていただきましたのでお知らせいたします。

2024年4月1日ご使用分から、全ての料金メニューの電気料金（電力量料金）を見直しました。
なお、基本料金、燃料費等調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金に変更はありません。

（参考）電気料金について

月々の電気料金は、基本料金と電力使用量に応じて算定する電力量料金に燃料費調整額と再生可能
エネルギー発電促進賦課金（再エネ賦課金）を加えたものです。

■ 電気料金の見直しについて

・対象となる料金プラン
全ての料金プラン
（プラスでんきプラン１、プラスでんきプラン２、あきないでんきプラン、あきない動力プラン）

・2024年4月分の電気料金算定について
2024年4月分の料金は日割計算を行うものとし、3月検針日から3月末日までの料金は旧約款、
4月1日から4月検針日前日までの料金は、新約款に基づいて算定いたします

※今回、 を見直しました。
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《プラスでんきプラン１》 (円)

区分 単位 新約款 旧約款

基本料金

10A

1契約

315.00 315.00

15A 472.50 472.50

20A 630.00 630.00

30A 855.00 855.00

40A 1,070.00 1,070.00

50A 1,310.00 1,310.00

60A 1,482.00 1,482.00

電力量料金

～120kWh

1kWh

18.37 18.28

121kWh～300kWh 23.97 23.88

301kWh～ 25.87 25.78

区分 単位 新約款 旧約款

基本料金
6kVA 1契約 1,482.00 1,482.00

6kVA超過分 1kVA 247.00 247.00

電力量料金

～120kWh

1kWh

18.37 18.28

121kWh～300kWh 23.97 23.88

301kWh～ 26.97 26.88

《プラスでんきプラン２》 (円)

《あきないでんきプラン》 (円)

《あきない動力プラン》 (円)

区分 単位 新約款 旧約款

基本料金
6kVA 1契約 1,482.00 1,482.00

6kVA超過分 1kVA 247.00 247.00

電力量料金 1kWh 23.97 23.88

区分 単位 新約款 旧約款

基本料金 1kW 970.00 970.00

電力量料金
夏季（7/1～9/30）

1kWh

17.40 17.27

その他季（10/1～6/30） 15.71 15.58

※上記料金には、消費税等相当額を含みます。
※電力量料金のみ見直しをおこないます。基本料金、燃料費等調整額、再生可能エネルギー発電促進
賦課金に変更はありません。

・料金表
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［参考］1か月あたりの影響額（新旧比較）

契約種別：プラスでんきプラン１ （円）

契約電流 使用量
新約款

(2024年4月分)
旧約款

(2024年3月分)
差額

10Ａ 50kWh 1,255 1,257 ▲2

15Ａ 110kWh 2,541 2,546 ▲5

20Ａ 160kWh 3,863 3,870 ▲7

30Ａ 250kWh 6,285 6,295 ▲10

40Ａ 340kWh 8,773 8,787 ▲14

50Ａ 430kWh 11,381 11,398 ▲17

60Ａ 550kWh 14,710 14,732 ▲22

試算条件
・新約款は見直し後の電気需給約款をひと月通じて適用したものとして算定し、2024年4月分に適用する燃料費等調整単価
（▲0.96円/kWh）を含みます（料金の日割計算は行っておりません）
・旧約款は見直し前の電気需給約款で算定し、2024年3月分に適用する燃料費等調整単価（▲0.83円/kWh）を含みます
・上記金額には、消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金及び電気・ガス価格激変緩和対策事業による
値引きを含みます

■ その他の見直しについて

・制限または中止の料金割引（停電の場合の電気料金割引）の廃止
業務運営の効率化を図るため、自然災害等、託送供給等約款に定めるところにより送配電事業者等が
電気の供給を中止、もしくはお客さまのご使用を制限・中止した場合に行っている電気料金の割引を
4月1日より廃止しました。

・料金その他の支払い方法
電気料金等の回収代行業務について、「債権回収会社」に加えて「その他適法な委託先」を対象に
追加しました。

・個人情報の取扱いに係る記載の明記
お客さまの個人情報の取扱いに係る記載を明確化など、実質的に供給条件が変更とならない文意の

  明確化を行いました。

・裁判管轄の明記
当社との電気契約に係る訴訟については、福岡地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを
明記しました。

・その他表記の見直し
実質的に供給条件が変更とならない文意の明確化に必要な見直しを実施しました。
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